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【第５次草津市総合計画】
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・草津市自治体基本条例に基づいて策定する、草津市の全て
の計画の基本となる市政運営の最上位計画

・福祉・環境保全・都市基盤整備・産業振興・教育など様々な
分野にわたる事務事業を、一つの方向性のもとに計画的に
推進していくことが可能

・自治体運営の舵取りとして、重要な役割を果たす計画である
ため、市民との協働の視点に立ち、策定段階から市民参加を
いただき策定

総合計画とは

【草津市自治体基本条例】（抜粋）

第１３条 市は、市政運営の最上位の計画として市民の参加を得て総合計画を策定

し、総合的かつ計画的に市政を運営しなければならない。
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草津市の総合計画

第１次草津市総合開発計画（1970～）
「調和のとれた10万都市づくり」
(1)市民のための市政を高めるために (2)さわやかな明るいまちづくりのために
(3)教育と文化を高めるために (4)豊かな近代都市づくりのために

第２次草津市総合開発計画（1981～）
「活力ある調和のとれた 市民都市をめざして」
(1)人間性を尊重するまち (2)自然の美しさと生活環境を大切にするまち
(3)歴史と伝統を大切にするまち (4)活力を創造するまち

第３次草津市総合計画（ハイプラン21）（1991～）
びわ湖の感動都市「活力と魅力あふれる生活文化創造のまち」

(1)人にやさしい生涯健康のまち (2)感性に満ちた草津人のまち
(3)人が輝き、安心して暮らせるまち (4)豊かな活力を実感できるまち
(5)快適な都市環境を創造するまち

第４次草津市総合計画（くさつ2010ビジョン）（1999～）
「パートナーシップで築く 人と環境にやさしい 淡海に輝く 出会いの都市」

(1)未来を育む人間都市づくり (2)安全で快適な環境都市づくり
(3)淡海に輝く活力都市づくり

【第１次～第４次草津市総合（開発）計画 】
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 平成２７年度 基礎調査、策定方針の決定

 平成２８年度 第３期基本計画の策定（議会の議決）

 平成２９年度～ 第３期基本計画による取り組み

◆第５次草津市総合計画

（１）計画の目標年次 平成３２年度
（２）総合計画の策定構成と計画期間

基本構想

2
2

3
3

基本計画
３年

４年

４年

◆基本構想（平成２２年度から平成３２年度）
基本構想は、本市の目指すまちの将来都市像とその
実現のための施策の基本的な方向性を示します。
◆基本計画（マニフェストとの整合を図る期間設定と
します。）
基本構想に基づき、役割分担、目標値や目指すべき
姿を示します。
◆基本計画の見直し
基本計画の考え方をマニフェスト発表後に見直し、
その後４年間を基本に計画を進めるため、平成３２
年度の将来像を目指します。



草津市について

面 積：６７．８２km²

（４８．６５ km² ）

人 口：１３０，８１１人

世帯数：５５，６９２世帯

（平成２８年５月末現在）
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人口の推移（国勢調査）
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■ 本市の人口の推移（国勢調査、各年１０月１日現在）

※平成27年実績は、国勢調査の速報値です。



年齢別（国勢調査）
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年齢区分別人口の推移（国勢調査）
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第５次草津市総合計画

【第５次草津市総合計画 】

第５次草津市総合計画は、

① 「基本構想」

② 「基本計画」

で構成しています。
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◆第５次草津市総合計画の計画期間について

◆平成22年度から平成32年度を計画期間とする基本構想の
計画期間において、基本計画は３期に分けて策定
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【 人とまち】
①“出会い”による市民文化の高まりを
②人が学び育つ仕組みを
③環境と調和したまちを

【 暮らしと活力】
④子ども・子育ての応援と熟年世代の社会参加を
⑤“歩いて暮らせる”まちを
⑥充実した都市機能のいっそうの活用を

【自治と地域経営】
⑦地域課題に対応できる地域コミュニティを
⑧市民自治の“新しい段階”への準備を
⑨地域経営への転換を

◆草津市の主要な課題 【基本構想 平成２２年】

①「草津市の現状と課題」
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基本構想
・将来ビジョン
・まちづくりの基本方向
・行政の姿勢と役割

構想期間
・平成22（2010）年度から

平成32（2020）年度まで

②「基本構想」(平成２１年１２月２２日議決)

●市民と行政がともに将来に描いて共有
する、これからの草津市のまちづくりの
構想（グランドデザイン）です。

●草津市議会における議決（平成21年12月
22日）を受けて策定しています。
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１．将来ビジョン

（１）将来に描くまちの姿

『出会いが織りなすふるさと
“元気”と“うるおい”のあるまち 草津』

基本フレーム

①将来人口

１３５，０００人

（平成３２年）

②まちの構造

「ゾーン」

「都市拠点」

「環状道路」

「うるおいネットワーク」
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２．まちづくりの基本方向
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第２期基本計画
・リーディング・プロジェクト
・地域経営の方針
・分野別の施策
・行財政マネジメント

計画期間
平成25（2013）年度から
平成28（2016）年度まで

③「第２期基本計画」（平成２５年３月策定）

●平成22年度から平成24年度までの第１期
基本計画の終了に伴い、引き続き本市が
目指す将来像の実現に向けて、第２期基
本計画を策定しました。
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３つのリーディングプロジェクト（重点方針）

●第２期基本計画を展開していく中で、強く成果が望まれ、特に重点的に推進し
ていくべきテーマを３点に絞り込み、重点化の方針として掲げる。
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地域経営の方針

●平成２４年４月に施行した「草津市自治体基本条例」を礎とし
た市政を展開し、さらに一歩の前進によって市民とともに力強い
「地域経営」を行っていくための方針。

１．公共公益的な活動領域の広がりへの対応
（１）行動主体の役割分担と協働
（２）コミュニティ活動推進の支援

２．「地域経営」のための行財政マネジメント
（１）健全な行財政運営
（２）組織力・職員力の向上
（３）市民参加と市民との情報共有の推進等

による透明性の向上

・市民ニーズの多様化に対応
・「協働」で担う地域経営

・規律ある財政マネジメント
・職員、組織の能力向上
・「市民参加」と「情報公開」
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まちづくりの基本方向と基本計画の構成

18



まちづくりの基本方向（５項目）
・「人」が輝くまちへ ・「安心」が得られるまちへ
・「心地よさ」が感じられるまちへ
・「活気」があふれるまちへ ・行財政マネジメント

【教育・青少年、子ども・子育て、
道路・交通、商工観光 など】

《「ベンチマーク」による
進捗管理・評価》

《施策評価による
進捗管理・評価》

第
５
次
総
合
計
画
の

進
捗
管
理
・評
価
の
体
系

基本方針
（５５項目）

施 策
（１１６項目）

事務事業

※予算における「事業２」の単位と整合

分野
（２２項目）

◆第２期基本計画の政策・評価体系

主要事業については、施策
評価にて三段階評価。

※主要な施策の成果に転記

基
本
構
想

基
本
計
画



第２期基本計画の評価の運用について
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予算等との連動について

部
局
別
組
織
目
標

施
策
評
価

決
算
・主
要
な
施
策
の
成
果

財
運
・財
シ
ミ
ュ
要
求

部
局
別
予
算
見
積
方
針

当
初
予
算
要
求

予
算
査
定
・予
算
措
置

事
業
実
施

※施策の主要事業を中心と
した評価・目標管理のサイ
クルを総合計画・予算を横
断しながら、年度をまたい
で展開していく。

※主要事業は、左記の各段
階において目標設定・実
施・予算要求・評価を行う。

※主要事業は、計画期間中、
固定するのではなく、必要
に応じて適宜見直しを図っ
ていく。
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予算等と連動した総合計画の推進について


